第１号様式
少額領収書等の写しに係る開示請求書

令和　　年　　月　　日
神奈川県選挙管理委員会　殿

氏名又は名称：（法人その他の団体にあってはその名称及び代表者の氏名）


住所又は居所：（法人その他の団体にあっては主たる事務所等の所在地）
〒

連絡先：（連絡先が上記の本人以外の場合は、連絡担当者の住所、氏名、電話番号）



政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条の16第３項の規定に基づき、下記のとおり少額領収書等の写しの開示を請求します。
記
１　請求する少額領収書等の写し
	国 会 議 員 関 係 政 治 団 体 の 名 称
	支出年※１
	支出項目※２

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


※１　支出年欄には、開示請求しようとする少額領収書等の写しに係る支出がされた年を記入してください。
※２　支出項目欄には、下記の①～⑨の支出項目のうち、開示を求める項目の番号を記入してください。
①光熱水費　　②備品・消耗品費　　③事務所費
④組織活動費　　⑤選挙関係費　　⑥機関紙誌の発行その他の事業費　　⑦調査研究費　　⑧寄附・交付金　　⑨その他の経費



（裏面）
２　開示請求の理由・目的
	（開示請求の理由・目的をできるだけ具体的に記載してください。）





３　開示請求者が求める開示の実施の方法（本請求に基づき開示が決定された後にも選択することができます。）
	いずれかを選択し、○を付してください。
ア　閲覧　　　
イ　写しの交付（開示請求手数料とは別に手数料が必要になります。）

　写しの交付を選択した場合、①②それぞれについて、いずれかの（　）内に〇を記入してください。
①  写しの交付方法
　　　（　）選挙管理委員会事務室で手交
　　　（　）郵送（郵便代が必要になります。）
② 写しの方法
　（　）用紙（白黒で複写）：写し１枚あたり10円
（　）CD－R（スキャナで電子化したものを複写）：写し１枚あたり10円に加えCD-R１枚あたり80円
　　　　（　）DVD-R（スキャナで電子化したものを複写）：写し１枚あたり10円に加えDVD-R１枚あたり160円



（注）開示請求手数料の納付について
　　　開示請求手数料は、少額領収書等の写しの開示を請求する国会議員関係政治団体１団体につき300円です。納付方法は、次のとおりです。
　　　①　神奈川県庁において開示請求をする場合
　　　　　開示請求の際に、現金で納付してください。
　　　②　郵送等により開示請求をする場合
　　　　　開示請求書を受理した後、神奈川県選挙管理委員会から必要な手数料の金額を記載した納付書をお送りしますので、神奈川県の公金を納付できる金融機関（納付書に同封します。）において納付してください。
なお、この場合、神奈川県において納付を確認した後に提出命令等の手続を開始することになりますので御注意ください。詳しくは、神奈川県選挙管理委員会までお問合せください。

　　<問合せ先>　神奈川県選挙管理委員会
　　　　　　　〒231-8588　横浜市中区日本大通１
　　　　　　　　電話　045-210-3179（直通）
　　　　　　　　FAX　045-210-8822

※この欄は記入しないでください。
	手数料の　　納付確認日
	補正完了日
	備　　　考

	／
	／
	





